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連結注記表 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等  

（１）連結計算書類の作成基準 

  当社グループの連結計算書類は、当連結会計年度から会社計算規則第 120 条第１項の規定に 

より、国際財務報告基準（以下、IFRS）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は 

同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。 

 

（２）連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称等 

(a)連結子会社の数 68社 

(b)主要な連結子会社の名称 Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. 

(c)重要な連結子会社の異動  

（新規)  

台湾日邦樹脂股份有限公司ほか２社（取得） 

（除外) 

新神戸電機(株)、新神戸テクノサービス(株）（日立化成(株)と合併） 

新神戸プラテックス(株）（日立化成オートモーティブプロダクツ(株）と合併） 

台湾日立化成工業股份有限公司（売却） 

Hitachi Chemical Research Center, Inc.  

（Hitachi Chemical Company America, Ltd.と合併） 

その他４社（清算） 

 

（３）持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称等 

(a)持分法を適用した関連会社の数 ４社 

(b)主要な会社等の名称 日本電解(株) 

(c)重要な持分法適用関連会社の異動 PCT,LLC,A Caladrius Company（第三者割当増資の引

受） 

（４）連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、日立化成工業(東莞）有限公司等の決算日は 12月 31 日で連結決算日と異な

っているため、連結計算書類の作成に当たり、連結決算日に仮決算(正規の決算に準ずる合理的な 

手続による決算)を行い同日現在の決算数値を使用しております。 

 

  （５）会計方針に関する事項 

(ｱ) 金融商品の評価基準及び評価方法 

当社グループは、金融商品に係る会計処理について、IFRS第９号「金融商品」（2009年11月公

表、2010年10月改訂）（以下、IFRS第９号）を早期適用しております。 

(a)デリバティブ以外の金融資産 

   デリバティブ以外の金融資産はその当初認識時に償却原価で測定する金融資産、純損益を

通じて公正価値で測定する（以下、FVTPL）金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値

で測定する（以下、FVTOCI）金融資産に分類しております。売上債権及びその他の債権は発

生日に当初認識し、その他の全ての金融資産は取引日に当初認識しております。 
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①償却原価で測定する金融資産 

下記の要件をいずれも満たす場合に、償却原価で測定する金融資産に分類しております。 

  ・契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的として資産を保有している。 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみによるキャッシ

ュ・フローが特定の日に生じる。 

  償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に当該金融資産の公正価値に取得費用を加 

した金額で測定しております。また、当初認識後は実効金利法による償却原価で測定して 

おります。 

②FVTPLの金融資産 

当初認識時において、FVTOCIの金融資産として指定しない資本性金融資産及び償却原価で

測定する金融資産に分類されない負債性金融資産をFVTPLの金融資産としております。FVTPL

の金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、当該金融資産の取得費用は発生時に純損益

として認識しております。また、当初認識後は公正価値で測定しその事後的な変動を純損益

として認識しております。 

③FVTOCIの金融資産 

   売買目的以外で保有する資本性金融資産をFVTOCIの金融資産として指定しております。

FVTOCIの金融資産は、当初認識時に当該金融資産の公正価値に取得費用を加算した金額で測

定しております。また、当初認識後は公正価値で測定しその事後的な変動をその他の包括利

益として認識しております。FVTOCIの金融資産の認識を中止した場合には、その他の包括利

益累計額を利益剰余金に振り替えております。なお、FVTOCIの金融資産からの配当について

は純損益として認識しております。 

④金融資産の認識の中止 

金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合又は金融資

産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に

係るリスクと経済価値を実質的に全て移転した場合、当該金融資産の認識を中止しておりま

す。 

(b)償却原価で測定する金融資産の減損 

  償却原価で測定する金融資産については、少なくとも四半期毎に減損の客観的な証拠がある

かどうかを検討しております。当該金融資産について当初認識後に発生した損失事象の結果と

して減損の客観的な証拠があり、かつ、その損失事象が金融資産の見積将来キャッシュ・フロ

ーに影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合には減損損失を認識しております。 

  減損の客観的な証拠には、債務者の著しい財政的困難及びそれに関連する返済条件の見直

し、利息又は元本の支払不履行又は滞納等の契約違反、債務者の破産等が含まれます。 

  減損の客観的な証拠があるかどうかの検討は、個別に重要な金融資産については個々に、個

別に重要でない金融資産については集団的に行っております。 

  減損損失を認識する場合、減損損失の金額はその帳簿価額と当該資産の見積将来キャッシ

ュ・フローを当初の実効金利で割り引いた現在価値の差額として測定しております。減損損失

は純損益で認識し貸倒引当金勘定を通じて減額しております。減損損失認識後に減損損失の金

額が減少する事象が発生した場合にはその減少額を純損益として戻し入れております。 
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(c)デリバティブ以外の金融負債 

  デリバティブ以外の金融負債は償却原価で測定する金融負債に分類しております。発行した

負債証券についてはその発行日に当初認識し、その他の金融負債については取引日に当初認識

しております。 

  当社グループは、デリバティブ以外の金融負債として社債及び借入金、買入債務等を有して

おり、公正価値から取引費用を控除した金額で当初認識し、当初認識後は実効金利法を用いた

償却原価により測定しております。 

  金融負債が消滅した場合、つまり契約上の義務が履行されるか、債務が免責、取消又は失効

となった場合にはその金融負債の認識を中止しております。 

(d)デリバティブ及びヘッジ会計 

  当社グループでは、為替変動リスク及び材料の価格変動リスクをヘッジするために、為替予 

約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引及びコモディティスワップ取引等のデリバテ 

ィブ取引を行っております。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リスク管理の目的及び戦略については、ヘッジ開始時点に 

おいて文書化しております。また、ヘッジ手段がヘッジ対象の公正価値やキャッシュ・フロー

の変動に対して高い相殺効果があると見込まれるかどうかをヘッジ対象期間中継続的に評価

しております。 

   これら全てのデリバティブは公正価値で当初認識し、当初認識後も公正価値で測定してお 

り、その変動はヘッジ会計の適用の種類に応じて下記のとおり処理しております。 

①公正価値ヘッジ 

    公正価値ヘッジとは、既に認識された資産又は負債、若しくは未認識の確定約定の公正 

価値の変動に対するヘッジであり、ヘッジの効果が有効である限り、公正価値ヘッジとして 

指定したデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象の公正価値の変動とともに純損益と 

して認識しております。 

②キャッシュ・フロー・ヘッジ 

    キャッシュ・フロー・ヘッジとは、主に予定取引のヘッジに関連して発生する将来キャ 

ッシュ・フローの変動に対するヘッジであり、ヘッジの効果が有効である限り、キャッシュ・ 

フロー・ヘッジとして指定したデリバティブの公正価値の変動は、その他の包括利益として 

認識しております。その他の包括利益として認識した金額は、ヘッジ対象である取引が純損 

益に影響を与える時点で純損益に振り替えております。ヘッジが非金融資産の認識を生じさ 

せる場合においては、その他の包括利益として認識した金額は資産の取得原価の調整として 

処理しております。ヘッジ会計の要件を満たさない場合、ヘッジ手段が失効、売却、終結又 

は行使された場合、ヘッジ指定を取り消した場合にはヘッジ会計の適用を中止しておりま 

す。また、予定取引の発生が見込まれなくなった場合、その他の包括利益として認識してい 

た金額は即時に純損益に振り替えております。 

③ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

   ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ取引の公正価値の変動は純損益として認識 

しております。 

(e)金融資産と金融負債の相殺 

金融資産と金融負債は、認識した金額を相殺する法的に強制力のある権利が現時点で存

在し、かつ、純額で決済する場合又は資産と負債を同時に決済する意図が存在する場合に

のみ相殺され、連結財政状態計算書において純額で表示しております。 
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(ｲ)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額で評価しております。棚

卸資産の取得原価は主として移動平均法に基づいて算定しております。正味実現可能価額と

は、通常の営業過程における予想売価から完成までの見積原価及び販売に要する見積費用を

控除したものをいいます。 

(ｳ)有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却又は償却の方法 

(a)有形固定資産 

  有形固定資産の測定については原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失

累計額を控除した価額をもって計上しております。 

 取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、将来の解体、除去及び原状回復費用を含めており

ます。 

  有形固定資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法により減価償却を行っております。

主要な有形固定資産の見積耐用年数は下記のとおりであります。 

  ・建物及び構築物          ２年から60年 

  ・機械装置、運搬具及び工具器具備品 ２年から20年 

  なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は各年度末に見直しを行い、変更があった場合は会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。 

(b)無形資産 

①のれん 

   企業結合で取得したのれんについては、取得原価から減損損失累計額を控除した価額をもって 

計上しております。 

②その他の無形資産 

    無形資産の測定については原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計

額を控除した価額をもって計上しております。 

   耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法により償却を行

っております。主要な無形資産の見積耐用年数は下記のとおりであります。 

    ・自社利用ソフトウェア 主として５年 

    ・その他の無形資産   ２年から15年 

    なお、耐用年数を確定できる無形資産の見積耐用年数及び償却方法等は、各年度末に見直し

を行い、変更があった場合は会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。 

③非金融資産の減損 

    四半期毎に減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候がある場合減損テストを実施してお

ります。なお、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、減損の兆候の有無に

かかわらず、毎年同じ時期に減損テストを実施しております。 

   減損テストは、資産又は資金生成単位ごとに回収可能価額を見積り、帳簿価額と比較すること

によって行っております。資金生成単位は、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャ

ッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループとしております。 

   回収可能価額は、資産又は資金生成単位の処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い金額をいいます。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは貨幣の時間価値

及び当該資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いておりま

す。資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その資産について減

損損失を認識しております。 

    のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について損失の減少又は消滅の

可能性を示す兆候が認められる場合、回収可能価額の再見積りを行います。その結果、見積ら

れた回収可能価額が帳簿価額を超える時には、過年度に減損損失が認識されていなかったと仮

定した場合の帳簿価額を上限として減損損失の戻し入れを行うこととしております。 
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(ｴ)重要な引当金の計上基準 

   過去の事象の結果として現在の債務（法的債務又は推定的債務）を有しており、当該債務を決済

するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ、当該債務の金額の合理的な見積りが可

能である場合に引当金を認識しております。 

      なお、債務の決済までの期間が長期になると想定され、貨幣の時間的価値が重要な場合には決済

時に予測される支出額の現在価値により引当金を測定しております。現在価値の算出には、貨幣の

時間的価値及び当該債務に固有のリスクを反映した税引前の割引率を使用しております。 

(a)資産除去債務 

  事務所・敷地等の賃借契約に付随する原状回復義務や有形固定資産撤去時に有害物質を除

去する法的義務等を有する場合に、当該義務を履行するに際して必要となると見込まれる金

額を資産除去債務として計上しております。 

(b)課徴金引当金 

アルミ電解コンデンサ等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、欧州及び米

国を含む複数の国と地域の競争当局から調査を受けております。このうち、課徴金納付の可

能性が高く、かつ、金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しており

ます。 

(ｵ)その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

(a)退職後給付の会計処理の方法 

 ①確定給付制度 

      当社及び一部の子会社は、確定給付制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制

度を採用しております。確定給付制度については、確定給付制度債務の現在価値から制度

資産の公正価値を控除した純額を連結財政状態計算書で資産又は負債として認識しており

ます。確定給付制度債務の現在価値は予測単位積増方式により算定しており、割引率は確

定給付制度債務と概ね同じ満期を有する期末日の優良社債の利回りを使用しております。 

確定給付資産又は負債の純額の再測定差額は発生した期にその他の包括利益で認識してお

ります。また、過去勤務費用は発生した期に純損益として認識しております。 

②確定拠出制度 

   当社及び一部の子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度は

雇用主が一定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法的

又は推定的債務を負わない退職後給付制度であります。確定拠出年金制度への拠出額は従

業員が勤務を提供した期間に費用処理しております。 

(b)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権・債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純

損益として処理しております。なお、在外営業活動体の資産及び負債は連結決算日の直物為

替相場により、収益及び費用は期中平均相場によりそれぞれ円貨に換算し、換算差額は資本

の部における在外営業活動体の換算差額及び非支配持分に含めております。 

(c)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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２．表示方法の変更に関する注記 

   連結損益計算書 

    従来、「その他の収益」に計上していた「受取ロイヤリティー」は、当連結会計年度より「売上

収益」に含めて計上することに変更しております。 

この変更は、当社グループの研究開発体制の強化に伴い、当社グループが受け取る技術供与の対

価の重要性が増したことから、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するために行う

ものであります。 

 

３．連結財政状態計算書に関する注記 

(１)資産から直接控除した貸倒引当金 

売上債権 467百万円 

その他の金融資産 244百万円 

 

(２)有形固定資産に係る減価償却累計額及び減損損失累計額  486,882 百万円 

 

(３)その他 

    当社グループは、アルミ電解コンデンサ等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、欧州

及び米国を含む複数の国と地域の競争当局から調査を受けております。このうち、米国につきましては、

2016 年 4 月に、司法省との間で罰金の支払いなどを内容とする司法取引契約を締結しております。ま

た、当社及び一部の子会社は、2015年 11月に、欧州委員会より独占禁止法違反の可能性について異議

告知書を受領しました。更に、米国等において、当社及び一部の子会社に対して集団代表訴訟を含む民

事訴訟が起こされております。これらの影響額は未確定ですが、発生の可能性が高く、かつ、金額を合

理的に見積ることが出来る部分については引当金を計上しております。 

 

４．連結損益計算書に関する注記 

（１）その他の収益 

受取補償金（注） 6,738百万円 

課徴金引当金戻入益 500百万円 

その他 3,301百万円 

合計 10,539百万円 

（注）福島第一原子力発電所の事故に起因する損失に対しての東京電力(株)からの補償金であります。 

 

（２）その他の費用 

競争法等関連費用（注） 1,348百万円 

減損損失 1,227百万円 

固定資産除却損 887百万円 

課徴金引当金繰入額 500百万円 

その他 3,392百万円 

合計 7,354百万円 

  （注）アルミ電解コンデンサ等の取引についての独占禁止法違反に関する弁護士費用が含まれております。 
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(３)減損損失 

   主に下記の資金生成単位について減損損失を計上しております。        

（単位:百万円） 

報告セグメント 用途 地域 種類 減損損失 

先端部品・ 

システム 

電池、合成樹脂製品

の事業用資産（注） 
中国 

機械装置、運搬具及び工

具器具備品 
430 

配線板の事業用資

産 
台湾 

建物及び構築物 63 

機械装置、運搬具及び工

具器具備品 
254 

粉末冶金製品の事

業用資産 
インド 

機械装置、運搬具及び工

具器具備品 
290 

（注）会社清算の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし      

て連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。なお、回収可能価額は、正味売却価額

であり、売却予定額に基づき算定しております。 

 

５．連結持分変動計算書に関する注記 

(１)当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

普通株式 208,364,913株 

 

(２)配当に関する事項 

(ｱ)配当金支払額 

決  議 株式の 

種類 

配当金の 

総額 

(百万円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

 

2015年５月28日 

取締役会 
普通株式 3,748 18 

2015年 

３月31日 

2015年 

５月29日 

利益剰余金 

2015年10月26日 

取締役会 
普通株式 5,206     25 

2015年 

９月30日 

2015年 

11月27日 

利益剰余金 

(ｲ)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決  議 株式の 

種類 

配当金の 

総額 

(百万円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

 

2016年５月25日 

取締役会 
普通株式 5,206     25 

2016年 

３月31日 

2016年 

5月27日 

利益剰余金 

 

 (３)当連結会計年度末日の新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

該当なし  
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６．金融商品に関する注記 

(１)金融商品の状況に関する事項   

(ｱ)金融商品に対する取組方針 

資金運用については主に短期的な預金等により、資金調達については主に社債発行及び銀行

借入等によっております。またデリバティブについては、金利及び為替の変動リスク等を低減

するために利用しております。 

(ｲ)金融商品に係るリスク及びその管理体制 

当社グループは、幅広い事業分野にわたり世界各国において事業活動を行っております。そ

のため、当社グループの事業活動は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の様々なリ

スクによる影響を受ける可能性があります。当社グループでは、これらの財務上のリスクを回

避もしくは低減するためにリスク管理を行っております。 

(a)市場リスク（為替や金利等の変動リスク） 

外貨建の取引に係る為替変動リスク及び金利変動リスク等を低減するためにデリバティ

ブ取引を利用しております。 

なお、当社はデリバティブ取引について、取引権限及び取引限度額等を定めたデリバティ

ブ取引管理規程に従って担当部署が取引を行い、取引の内容及び取引の時価等の状況は管掌

役員が定期的に取締役会に報告しております。子会社においても、当社のデリバティブ取引

管理規程に準じて同様の管理を行っております。 

①為替リスク 

外貨建の営業取引や金融取引における外国為替相場の変動リスクを低減するために、為替

予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引を利用しております。 

②金利リスク 

運転資金及び設備投資資金の調達や資金運用における金利変動リスクを低減するために、

借入金の固定金利と変動金利の適切なバランスを維持することや、必要に応じて金利スワッ

プ取引等のデリバティブ取引を利用しております。 

③株価変動リスク 

市場性のある有価証券について価格変動リスクを低減するために、定期的に時価や取引先

企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況の継続的な見直しを行

っております。 

(b)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク） 

       売上債権について、与信管理規程及び債権管理規程に従い、担当部署が取引先の状況を

定期的にモニタリングし、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況

の悪化等による回収懸念の早期把握を行うことでリスクの低減を図っております。子会社

においても、当社の与信管理規程及び債権管理規程に準じて同様の管理を行っております。 

      信用リスクの最大エクスポージャーは、連結財政状態計算書における減損損失控除後の金

融資産の帳簿価額と保証債務残高の合計額であります。 

(c)流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク） 

    当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成するとともに、手元流動性

を売上収益の 1ヶ月分相当以上に維持すること等により流動性リスクを管理しております。

子会社においても、資金繰計画を元にグループ金融等を利用し流動性リスクを回避してお

ります。 
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(２)金融商品の公正価値等に関する事項  

2016年３月 31日（当期の連結決算日）における主な金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のと

おりであります。 

      （単位：百万円） 

項     目 帳簿価額 公正価値 

償却原価で測定する金融負債   

 社債及び借入金 50,708 51,465 

 (注)公正価値の算定方法 

    公正価値の測定は、当社の評価方針及び手続に従って行われており、金融商品の個々の資産性

質、特徴並びにリスクを最も適切に反映できる評価モデルを決定しております。また、担当部署

は公正価値の変動に影響を与え得る重要な指標の推移を継続的に検証しております。 

   短期間で決済される社債及び借入金の公正価値は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価

額によっております。 

    決済までの期間が長期の借入金のうち変動金利のものは、その金利が短期間で市場金利を反映

すること、また、当社グループの信用状態に大きな変動が生じていないことから、その公正価値

は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額によっております。一方、固定金利の

ものは元利金の合計額を期末時点で新たに同様の借入を行ったと仮定した場合において想定さ

れる利率で割り引いた現在価値を公正価値としております。 

   決済までの期間が長期の社債の公正価値については、取引先金融機関から入手した評価価額によ

っております。 

    上記以外の金融資産及び金融負債の公正価値は概ね帳簿価額と近似しております。 

 

７．１株当たり情報に関する注記 

(１)１株当たり親会社株主持分 1,710円62銭 

(２)基本的１株当たり当期利益 184円95銭 

 

８．その他の注記 

連結計算書類中の記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。 
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個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１)資産の評価基準及び評価方法 

 

(ｱ)有価証券の評価基準及び評価方法   

子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券   

時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理しております。また、売却

原価は移動平均法により算出しております。) 

時価のないもの … 移動平均法に基づく原価法 

(ｲ)デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法(ヘッジの有効性が確認されたものについてはヘッジ会計を適用しております。) 

(ｳ)たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品･半製品･仕掛品 … 移動平均法(一部 個別法)に基づく原価法 

原材料 … 移動平均法に基づく原価法 

なお、収益性が低下したたな卸資産については帳簿価額を切り下げております。 

 

(２)固定資産の減価償却の方法 

(ｱ)有形固定資産 … 定額法 

(ｲ)無形固定資産 … 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間に基づく定額法に 

よっております。 

 

(３)引当金の計上基準 

(ｱ)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(ｲ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 

(a)退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。 

(b)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）で定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

で定額法により費用処理しております。 
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(ｳ)役員退職慰労引当金 

2008年４月１日付をもって役員の退職慰労金を廃止したため、2008年４月以降新規の引当金

は計上しておりません。なお、当事業年度末における役員退職慰労引当金残高は、退職慰労金

の廃止時に在任する役員に対する支給予定額であります。 

(ｴ)関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額を超えて

当社が負担することが見込まれる額を計上しております。 

 

(４)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(ｱ)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権・債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

(ｲ)ヘッジ会計の方法   

ヘッジ会計の方法 … 繰延ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象   

ヘッジ手段 … 為替予約、通貨オプション及びコモディティスワッ

プ 

ヘッジ対象 … 外貨建予定取引及び材料購入取引 

ヘッジ方針 … 為替変動リスクを低減するため、対象債権・債務の

範囲内でヘッジを行っております。また、材料の価

格変動リスクを低減するため、材料購入の範囲内で

ヘッジを行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法 … ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。 

(ｳ)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

(ｴ)退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結

計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

 従来、「営業外収益」に計上していた「受取ロイヤリティー」は、当事業年度より「売上高」に含 

めて計上することに変更しております。また、｢流動資産｣の｢未収入金｣に計上していた未収ロイヤリ 

ティーを｢売掛金｣へ組み替えております。 

この変更は、当社の研究開発体制の強化に伴い、当社が受け取る技術供与の対価の重要性が増した

ことから、当社の営業活動の成果をより適切に表示するために行ったものであります。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

(１)資産に係る減価償却累計額 

有形固定資産 270,567百万円 

(２)保証債務等 

受取手形裏書譲渡高 4百万円 

子会社の金融機関よりの借入金に対する債務保証 432百万円 

 

(３)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 73,084百万円 

短期金銭債務 12,092百万円 

長期金銭債務 375百万円 

 

４．損益計算書に関する注記 

(１)関係会社との取引高 

営業取引による取引高  

売上高 95,332百万円 

仕入高 133,850百万円 

その他 22,731百万円 

営業取引以外の取引による取引高 7,383百万円 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び数 

普通株式 132,735株 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

６．税効果会計に関する注記 

(１)繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 2,978百万円 
 

未払賞与 2,092百万円 
 

貸倒引当金 1,092百万円 
 

関係会社株式評価損 6,467百万円 
 

その他 4,289百万円 
 

繰延税金資産小計 16,918百万円 
 

評価性引当額 △8,021百万円 
 

繰延税金資産合計 8,897百万円 
 

 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △425百万円 
 

長期前払年金費用 △1,545百万円 
 

その他 △562百万円 
 

繰延税金負債合計 △2,532百万円 
 

繰延税金資産の純額 6,365百万円 

 

  
 

 (２)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

   「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す 

る等の法律」（平成28年法律第13号）が2016年３月29日に国会で成立し、2016年４月１日以後に開 

始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資 

産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8％から2016年４月１日に開始する 

事業年度及び2017年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、 

2018年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5％となりま 

す。 

   この税率変更により、繰延税金資産の純額は313百万円減少し、法人税等調整額は335百万円増加 

しております。 
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７．関連当事者との取引に関する注記 

（１）．親会社及び法人主要株主等 

属性 会社の名称 

議決権 

の被所 

有割合 

関係内容 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員兼任

等 資金 

援助 

営業上の取

引 

設備 

の賃 

貸借 兼任 
転籍 

出向 

親会社 
(株)日立 

製作所 

(0.1) 

51.4 
％ あり あり なし 

当社製品の

販売先、情

報システム

サービスの

提供元、研

究開発の委

託先 

あり 資 金 の 貸 付 37,470 
百 万

円 

短期 

貸付金 
37,470 

百万

円 

(注)１．議決権の被所有割合欄の（ ）内数値は間接被所有割合で内数表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の貸付については市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

 

（２）．子会社等 

属性 会社の名称 

議決権 

の所有 

割 合 

関係内容 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 
役員兼任等 

資金 

援助 

営業上の取

引 

設備 

の賃 

貸借 兼任 
転籍 

出向 

子会社 
新神戸電機

(株) 
100.0 ％ あり あり なし 

当社製品の

外注先 あり 製 品 の 仕 入 39,469 
百万

円 
(注３) 

買掛金 12,906 
百万

円 
(注３) 

子会社 

日立化成

エレクト

ロニクス

(株) 

100.0 

 

あり あり あり 
当社製品の

外注先 
あり 

資 金 の 回 収 300 (注２) 関係 

会社 

長期貸

付金 

5,250 (注４) 

貸付金の利息 31 
 

子会社 

日立化成ビ

ジネスサー

ビス(株) 

100.0 

 

あり あり あり 

パソコンそ

の他の事務

用機器等の

リース元、

当社特許出

願関連事務

等の委託先 

あり 

資 金 の 回 収 17,121 (注２) 

短期 

貸付金 
6,233 

 

貸付金の利息 17 

 

子会社 

Hitachi 

Chemical 

Co. (Hong 

Kong) 

Limited 

91.1 

 

あり なし なし 
当社製品の

販売先 
なし 製 品 の 販 売 18,482 

 

売掛金 3,966 

 

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売及び仕入については市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。ま

た、資金の貸付については市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

２．資金の貸付の取引金額については前事業年度末時点との差引き金額を表示しております。 

３．当社は2016年１月１日付で同社を吸収合併しております。このため、取引金額は関連当事者であっ

た期間の取引金額を、また、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点での残高を表示してお

ります。 

４．3,144百万円の貸倒引当金を計上しております。 
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８．１株当たり情報に関する注記 

(１)１株当たり純資産額 1,293円66銭 

(２)１株当たり当期純利益 132円45銭 

 

９．企業結合・事業分離等に関する注記 

共通支配下の取引等 

（１）取引の概要 

（ｱ）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

     結合当事企業  新神戸電機(株) 

      事業の内容   電池、合成樹脂製品の製造 

  （ｲ）企業結合日 

     2016年１月１日 

  （ｳ）企業結合の法的形式 

      当社を存続会社とする吸収合併方式で、新神戸電機(株)は解散いたしました。 

  （ｴ）結合後企業の名称 

      日立化成(株) 

  （ｵ）その他取引の概要に関する事項 

     当社は、新神戸電機(株)が担当している蓄電デバイス・システム及び合成樹脂製品の事業を

当社主導で推進しグループシナジーを創出する体制を整えるため、2012年５月をもって同社を当

社の完全子会社としたのをはじめ、研究開発、事業企画、営業の各機能の一体化を推進してまい

りました。その後の事業展開の中で更なる一元的な組織運営が必要との判断に至り、同社を吸収

合併することで製造機能を含め両社の完全な一体化、グローバル競争基盤の強化を図ることとい

たしました。 

なお、全額出資子会社との合併であるため新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

 

（２）実施した会計処理の概要 

    「企業結合に関する会計基準」（企業結合基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９

月13日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

   なお、当事業年度において抱合せ株式消滅差益として6,693百万円を特別利益に計上しておりま

す。 
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１０．重要な後発事象 

(連結子会社の吸収合併) 

  当社は、2015年10月26日開催の取締役会において、子会社である日立化成ポリマー(株)を吸収合

併することを決議し、2016年４月１日付で吸収合併いたしました。 

 

（１）取引の概要 

（ｱ）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

     結合当事企業  日立化成ポリマー㈱ 

      事業の内容   接着剤、合成樹脂の製造 

  （ｲ）企業結合日 

     2016年４月１日 

  （ｳ）企業結合の法的形式 

      当社を存続会社とする吸収合併方式で、日立化成ポリマー(株)は解散いたしました。 

  （ｴ）結合後企業の名称 

      日立化成(株) 

  （ｵ）その他取引の概要に関する事項 

     当社は、「高機能材料」事業の強化・拡大の一環として、日立化成ポリマー(株)の営業・開

発部門を2013年１月１日付けで当社に統合し一体化を推進してまいりました。その後の事業展

開の中で将来の事業強化策につき検討を進めたところ、意思決定の迅速化とモノづくり力の強

化、生産拠点の充実の点で経営資源の共有化と運営のさらなる一体化を図ることが必要との判

断に至り、同社を吸収合併することにいたしました。 

なお、全額出資子会社との合併であるため新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

 

 （２）実施した会計処理の概要 

    「企業結合に関する会計基準」（企業結合基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９

月13日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

     なお、翌事業年度において抱合せ株式消滅差益として1,429百万円を特別利益に計上する見込

であります。 

１１．その他の注記 

計算書類中の記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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